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１【提出理由】

当社は、2025年12月18日開催の取締役会において、2026年７月１日（予定）を効力発生日として、当社の大型整備事

業及び新車納車前整備事業（以下、本件事業）に関する権利義務の一部を、会社分割（吸収分割）により、当社の完全

子会社である株式会社ゼロ・プラス・メンテナンス（以下、承継会社）に承継させること（以下、本会社分割）を決議

し、吸収分割契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(１) 本会社分割の相手会社に関する事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ゼロ・プラス・メンテナンス

本店の所在地 栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番地７

代表者の氏名 代表取締役社長　内田　満

資本金の額 10百万円（2025年６月30日現在）

純資産の額 49百万円（2025年６月30日現在）

総資産の額 127百万円（2025年６月30日現在）

事業の内容 自動車整備に関する事業等
 

 
② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

承継会社は2025年３月31日に設立した会社のため、同社の確定した事業年度は2025年６月期のみであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

決算期 2025年６月期(３カ月間）

売上高 121

営業利益 18

経常利益 18

当期純利益 9
 

 
③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の氏名又は名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

株式会社ゼロ（提出会社） 100
 

 
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社100％出資の連結子会社であります。

人的関係 当社より取締役を派遣しております。

取引関係 当社との間で、自動車整備業務委託の取引があります。
 

 
(２) 本会社分割の目的

　当社グループは、経営効率化、事業ポートフォリオの最適化、ならびに経営責任の明確化を目的として、事業再

編を進めております。大型整備事業については、業務を承継会社に集約し、体制の一元化と効率的な運営を実現し

ます。また、新車納車前整備事業についても、同社に業務の一部を移管することで、整備業務の統合と運営体制の

強化を図り、顧客サービスの向上とグループ全体の競争力強化を目指します。

 
(３) 本会社分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容

① 本会社分割の方法
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当社を分割会社とし、株式会社ゼロ・プラス・メンテナンスを承継会社とする吸収分割により行います。

 
② 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当て、その他

金銭等の対価の交付は行いません。

 
③ その他の吸収分割契約の内容

ⅰ）分割の日程

取締役会決議 2025年12月18日

吸収分割契約書締結 2025年12月18日

分割予定日（効力発生日） 2026年７月１日（予定）
 

（注）本会社分割は、当社においては会社法第784条第２項に規定する簡易吸収分割に該当し、承継会社にお

いては会社法第796条第１項に定める略式吸収分割に該当するため、両社の株主総会の決議を経ずに行います。

 
ⅱ）承継により増加する資本金

本会社分割による資本金の増減はありません。

 
ⅲ）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

 
ⅳ）承継会社が承継する権利義務

株式会社ゼロ・プラス・メンテナンスは、本会社分割の効力発生日において、本件事業に関する資産、負債

その他の権利義務の一部について、吸収分割契約書において定めるものを承継します。

 
(４) 本吸収分割に係る割当の内容の算定根拠

本吸収分割は、当社と当社の完全子会社との間で行われるため、本会社分割に際して、株式の割当て、その他金

銭等の対価の交付は行いません。
 

 
(５) 本会社分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社ゼロ・プラス・メンテナンス

本店の所在地 栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番地７

代表者の氏名 代表取締役社長　内田　満

資本金の額 10百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 自動車整備に関する事業等

 

 
以上
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